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情報セキュリティポリシー運用支援業務に係るプロポーザル実施要領 

１ 目的 

本要領は、情報セキュリティ専門家による助言、情報セキュリティポリシー改正の支

援及びセキュリティ対策の改善を行い、情報セキュリティインシデントの発生を防止し、

物理的・人的・技術的セキュリティの水準を高めるにあたり、公募型プロポーザルによ

り業務を受注する候補者を選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 業務概要 

⑴ 業務名 ：情報セキュリティポリシー運用支援業務（以下「本業務」という。） 

⑵ 履行場所：岩手県一関市 

⑶ 業務内容：別紙「仕様書」のとおり 

⑷ 履行期間：令和８年７月31日から令和９年３月31日まで 

⑸ 予算額 ：４，０３１千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内 

⑹ 担当部署：021-8501岩手県一関市竹山町7-2 市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

       電話：0191-21-8633(直通) 

メール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

３ プロポーザル方式の種別 

公募型 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていること。 

  ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４に規定する者に該当し

ないこと。 

  ⑵ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法（平

成 16年法律第 75 号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。 

  ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団又は役員等が同条第６号に規定する暴力団員に該当

しないこと、かつ一関市暴力団等排除措置要綱（平成 28 年一関市告示第 301 号）

に規定する措置要件に該当しないこと。 

⑷ 仕様書の要件を全て満たすこと。 
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５ 業務全体のスケジュール及び受注者決定までの事務手順 

⑴ 業務全体のスケジュール 

項目 日程等 

①実施の公表 令和８年５月18日(月) 

②質疑の受付期間 令和８年５月18日(月)～令和８年６月５日(金)正午必着

③質疑回答日 令和８年６月11日(木)まで 

④参加申込書等の提出期限令和８年５月18日(月)～令和８年６月22日(月)正午必着

⑤参加審査結果通知 令和８年６月29日(月) 

⑥企画提案書の提出期間 令和８年７月１日(水)～７月９日(木)正午必着 

⑦辞退届の提出期限 令和８年７月９日(木)正午必着 

⑧企画提案の審査 令和８年７月17日(金)  

⑨結果の通知 令和８年７月24日(金)  

⑩契約締結日 令和８年７月31日(金)  

⑵ 事務手順 

① 実施の公表について 

実施の公表は、令和８年５月18日(月)に一関市ホームページで行う。 

※本プロポーザルの公募に関する資料や様式等は、一関市ホームページからダ

ウンロード可能 

② 質疑応答等について 

本プロポーザルの実施や業務仕様書に関する事項に限る。評価及び審査に対す

る質問は受付けない。 

ア 【様式１】質問書を添付し、下記のアドレスへメール送信すること 

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

※ 到達確認のため、Ｅメール送信後に電話連絡すること 

イ 受付期間：令和８年５月18日(月)～令和８年６月５日(金)正午必着 

ウ 回答方法：令和８年６月11日(木)までに一関市ホームページに掲載する。 
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③ 参加表明手続について 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類（以下「参加申込書等」

という。）を提出すること。なお、提出期間中に参加申込書等を提出しない者又は

本要領４に定める参加資格要件に該当しないと認められた者は、本プロポーザルに

参加できない。 

ア 提出書類 

提出書類 様式 添付書類等 

参加申込書 様式2-1  

事業者概要調書 様式2-2 

・会社の概要が分かるよう記載する 

・社歴及び業務内容は、同様の内容が記載された他の

資料の添付でも可 

・本業務を受注した場合の担当部署及び担当者を 

記載する 

・業務の実施体制、有資格者の状況、実績を記載する

身分証明書等 

（写し可） 

法人：「履歴事項証明書」(旧：商業登記簿謄本) 

個人：「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」

国税及び市税の

滞納がないこと

を証明する書類 

国税：国税に未納の税額がないことの証明書 

※提出日から３か月以内に発行のもの 

※所管税務署にて発行 

法人：納税証明書「その３」又は「その３の３」 

個人：納税証明書「その３」又は「その３の２」 

 市税：令和８年５月１日以後に発行された一関市の納税証明書

※一関市の市税の納税義務がない場合は不要 

イ 提出期間：令和８年５月18日(月)～令和８年６月22日(月)正午必着 

ウ 提出先 ：〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2  

市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

        電話：0191-21-8633(直通)  

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

エ 提出方法：Ｅメール ※到達確認のため、Ｅメール送信後に電話連絡すること 

④ 参加資格要件の審査について 

本要領４に定める参加資格要件を満たすか確認を行い、令和８年６月29日(月)

に次に掲げる事項を記載した「参加資格審査結果通知書」を送付する。 

ア 参加資格を満たすと認めた者にあっては、参加資格要件を満たす旨及び企画提 

 案書の提出を要請する旨 

イ 参加資格を満たさないと認めた者にあっては、参加資格要件を満たさない旨及 

 びその理由 
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⑤ 企画提案書の作成等について 

参加資格要件を満たすと認められた者は次に定めるところにより企画提案書を

作成し、提出するものとする。 

ア 提出期間：令和８年７月１日(水)～７月９日(木)正午必着 

イ 提出先 ：〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2 

 市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

電話：0191-21-8633(直通) 

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

ウ 提出方法：Ｅメール ※到達確認のため、Ｅメール送信後に電話連絡すること 

エ 提出書類 

提出書類 様式 留意事項 

企画提案書 任意様式 

提案書にはプロポーザル審査基準となる

次の項目をＡ４判で10ページ以内に記載

すること 

・具体性 

・追加提案 

・スケジュール 

見積書及び見積内訳書 任意様式 必要となる経費を区分して記載すること

 ⑥ 参加の辞退 

企画提案者が参加を辞退したい場合、令和８年７月９日(木)正午必着までに辞退

届(様式任意)をＥメールで提出すること(必着) 

⑦ 企画提案の審査及び評価 

ア プロポーザル審査会の設置 

企画提案書の審査及び受注候補者の選定を行うため、情報セキュリティポリシ

ー運用支援業務審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

イ 企画提案者によるプレゼンテーションの実施 

審査会において、企画提案者によるプレゼンテーションを実施する（７月17

日(金)の時間は別途通知）。 

所要時間は20分程度(提案者からの説明15分、質疑応答５分。準備時間は除く)

とするが、企画提案者の数により時間を変更する場合がある。出席者は企画提案

者１者につき３人以内とし、契約を履行する際に「担当者」となる者が必ず出席

し、説明すること。なお、当日は、資料の差替えや追加資料の提出は認めない。 

プレゼンテーションにおいて、プロジェクターによる画像投影を行う場合はパ

ソコンと投影データを持参すること。プロジェクターとスクリーンは市で用意す

るが、持参してもよい。 

ウ 評価の基準 

別紙「情報セキュリティポリシー運用支援業務に係るプロポーザル審査基準

表」のとおりとする。 
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⑧ 結果の通知 

受注候補者の選定及び結果の通知・公表については、審査会における審査基準に   

基づいて行い、速やかに、全ての企画提案者に対して審査結果を次のとおり通知し、

公表する。 

ア 結果の通知：令和８年７月24日に結果通知書を送付 

イ 公表内容 ：受注候補者名及びその他必要な事項 

ウ 公表方法 ：一関市ホームページに掲載 

⑨ 失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する揚合は、失格又は無効となることがある。 

ア 審査会の構成員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めた場合 

イ 他の企画提案者と企画提案の内容又はその意図について相談を行った場合 

ウ 企画提案書類等に虚偽の記載を行った場合 

エ 参加資格要件を満たしていない事実が発覚した場合 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行った場合 

力 提出期限を過ぎて、企画提案書が提出された場合 

キ 本要領２の予算額を超える場合 

ク 本要領４に示す参加資格要件を欠くことになった場合 

⑩ 契約に関する基本事項 

ア 契約の締結 

一関市は、受注候補者と随意契約の方法により契約を締結する。なお、受注候 

    補者との契約が成立しなかった場合、次点の企画提案者と交渉する揚合がある。 

イ 契約保証金 

契約金額の10/100に相当する額以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担 

    保を納付し、又は提供すること。ただし、一関市財務規則第146条の適用を受け 

る場合は、契約保証金の納付を免除することがある。 

ウ 支払条件 

検査が完了し履行の確認後、支払請求書を受理した日から30日以内に支払うも 

のとする。 

６ 提案に係る費用の負担に関する事項 

参加申込書及び企画提案における書類作成、提出及び審査会への出席等、本プロポー 

ザルへの参加に要する費用は、企画提案者の負担とする。 

７ その他留意事項 

⑴ 業務の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑵ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

⑶ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法 

 令等に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法 

等を用いた結果生じた事象に係る責任は全て企画提案者が負うものとする。 

⑷ 提出された書類は返却しない。 

⑸ 参加申込書及び企画提案書の審査を行うため、必要な範囲において複製を作成する 

 ことがある。 
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⑹ 提出された書類は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用しない。 

また、一関市情報公開条例（平成18年一関市条例第77号）に基づき、第三者から公文

書の開示請求があった場合は、原則として開示の対象となる。ただし、企画提案者が

事業を営む上で正当な利益を害すると認められる情報は不開示となる場合があるた

め、これに該当する部分があるときは、企画提案書の提出と併せて文書（任意様式）

により申し出ること。なお、この申し出は企画提案書の内容を非開示とすることを確

約するものではなく、一関市情報公開条例（平成18年一関市条例第77号）等の関連規

定に基づき、公開が妥当と判断される部分は開示する必要がある。 

⑺ 本プロポーザルに関し、企画提案者は、この実施要領に定めるもののほか、その他 

法令等に定める規定を遵守しなければならない。 

⑻ 提出した書類については、提出期限までは修正を認めるものとする。その場合、改

めて修正した書類を提出すること。 


